
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法人会入会のおすすめ 
 
 
 高田法人会は、私達企業を営む者が正しい節税をはかり、健全な納税団体と

して税務の基礎的な知識の普及と、申告納税制度の推進に寄与する目的をもっ

て設立されました。昭和６１年に組織を社団化し、また平成２３年４月１日に

公益社団法人高田法人会として再出発しております。 
現在高田税務署管内法人数約 4,000 社の内１,700 社が加入し、税務御当局・

税理士先生の深いご理解とご支援のもと活動を続けております。  
具体的には、会員の皆様のため研修会・講習会・講演会の開催や、資料情報

の提供等を行っているほか、地域社会の発展に寄与する諸活動に取組んでおり、

今後も公益法人にふさわしい事業を行ってまいります。 
つきましては、貴社におかれましても是非公益社団法人高田法人会にご加入

下さいまして、共に『よき経営者』としてますます業績のご発展を期されます

とともに、地域貢献と高田法人会の事業活動のためにご支援、ご協力を賜りま

すよう心からお願い申し上げます。 
                      会 長 笹川 壽一 
 

     公益社団法人 高 田 法 人 会 
〒943-0804 上越市新光町 1-10-20  

上越商工会議所内 
                    TEL 025-525-0450 
                    FAX 025-525-0580 

 
 
  

「税をテーマに自己研さんと社会貢献に努め、 

地域の発展と、よき経営者をめざす誇り高き団体」 

・・・それが法人会です！ 

 

※公益社団法人とは・・・ 
利益追求を目的とする団体ではなく、国・県から法的に公益性

を認定された信頼のある、地域貢献・社会貢献する団体です。 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税務研修会の様子 

実施している主な事業(通年) 

1. 研修会・講習会の開催     ※以下は主なもの 

税務研修会(法人税・消費税・源泉税・税法改正他) 年４回 

決算説明会                   年４回 

税・経営・実務研修会              年４回 

総会記念講演会  『最近の政治経済情勢』                 嘉悦大学教授 髙橋 洋一氏 

特別講演会  第1部『適正・公平な課税・徴収の実現に向けて～脱税を見逃さない～』 高田税務署長  横尾 和雄氏 

第2部 『師匠が語る、藤井聡太という才能』                 将棋棋士 杉本 昌隆氏 

健康講演会      『～脳のメモ帳を広げよう～脳と体を鍛えていきいきライフ』    フィットネスサポートセンター代表  三浦   弘氏 

新設法人説明会                  年２回  

    支部・その他説明会･研修会他           年１０回程度 

    青年部会・女性部会研修会他            年１５回程度 

    

 

 

多くの会員の皆様が受講            女性部会 福祉施設 古タオル寄付                                                         

              

青年部会 小学校での『税の教室』  

2． 情報・資料の提供                  

    情報誌『ほうじん』年 4回 

    高田法人会会報誌 年１回 

    その他 税務・経営関係情報等を随時提供 

3． 税制改正の提言活動 

    アンケートの実施 

要望実現のための陳情活動の実施 

    国会議員・上越市長・妙高市長・上越市市議会議長・妙高市市議会議長 

4. 租税教育・税の広報活動 

    小学校での租税教室 年３回・公共施設等見学 年１回 (青年部会) 

    放課後児童クラブでの租税教室 年２回・税に関する絵はがきコンクールの開催 (女性部会) 

    街頭広報・税金クイズ 各地域イベントに参加 年２回 (青年部会・女性部会) 

5. 会員交流 

      合同新年会  総会後の懇親会  支部毎の親睦交流会 等 

6. その他 

   ・ 福祉施設の訪問、古タオル寄付  ・地域環境美化 等 社会貢献活動   

 

 

社会貢献活動の様子 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 わかりやすい税の研修会や講習会へ参加出来、有用な資料もたくさんもらえます。 

高田税務署、上越振興局、市役所税務課の直接担当者や税理士、コンサルを講師とした「研

修会」や「セミナー」に参加できます。                        

しかも、ためになるテキストや資料をもらうことが出来ます。 

 

 インターネットを利用した会員専用セミナーを無料で受講出来ます。 

時事・経営・会計・労務・能力開発などなど、約４００のコンテンツ(毎月追加)をいつでも

どこでも見ることが出来ます。 

 

 高田税務署管内(上越市・妙高市)の約1,700 社が会員のため、商工会議所・商工会、

業種等の枠を超えた異業種交流が可能です。 

法人会の主催する事業に積極的に参加することにより、多くの会員の皆様とお知り合いにな

れます。また、県連合会の事業に参加すると、県内他法人会の皆様との交流も可能です。 

 

 高田税務署や県・二市の幹部の皆様とも懇親を深めることが出来ます。 

新年会や懇親会等に参加することにより、会員同士の親睦交流ばかりでなく、税務行政に携

わる国・県・市の幹部の皆様との懇親も深めることが出来ます。 

 

 会員価格や会員限定の福利厚生制度が利用できます。                 

(大型総合保障、がん保険、経営者退職年金等) 

会員ならではの、お得でしかも会社、経営者、従業員の安全・安心を備えることが出来ます。 

 

 講習会・研修会・説明会等に受講のつど、「受講証明書」の交付が受けられます。 

 

 法人事業概況説明書に「高田法人会会員」と記載して法人会会員であることをアピー

ルできます。 

 

 ＰＥＴ/ＣＴがん検診(健康管理サービス)が特別価格で、しかも助成金がもらえます。 

   医療最先端機器による検診を法人会価格１０３，４００円（税込、通常１０８，９００円）

で受診でき、しかも 4千円の助成金(大型総合保障制度加入者)がもらえます。 

 

 法人会アンケート調査システムに参加出来ます。 

会員になると、会員企業の声を広く集め、法人会活動を充実するための全国的なアンケート

調査システムの登録者になることが出来ます。登録すると、全国法人会連合が行う調査活動

に参加することが出来ます。 

 

 その他、各種の参考図書の斡旋や、情報の提供等を随時行っています。 

 

 

 

 

 



 

入会手続きは・・・ 

お申し込みは、事務局 又は 各支部へ・・・・・ 

 

 高田法人会   〒943-0804  上越市新光町 1-10-20  上越商工会議所内 

                TEL025-525-0450 FAX025-525-0580 

 高田･直江津支部 〒943-8502  上越市新光町 1-10-20  上越商工会議所内 

     TEL025-525-1185 FAX025-522-0171 

 新井支部    〒944-0048  妙高市下町 7-1      新井商工会議所内 

              TEL0255-72-2425 FAX0255-73-7525 

 妙高高原支部  〒949-2105  妙高市大字毛祝坂 58-3  妙高市商工会内 

              TEL0255-86-2378 FAX0255-86-4113 

 頸北支部    〒949-3216  上越市柿崎区柿崎 6090-1     柿崎商工会内 

              TEL025-536-2531 FAX025-536-4494 

 東頸支部    〒942-0307 上越市浦川原区釜淵 5 浦川原コミュニティプラザ4階 大浦安商工会内 

              TEL02559-9-2206 FAX02559-9-2092 

 大潟支部    〒949-3111 上越市大潟区四ツ屋浜 773   大潟商工会内 

              TEL025-534-3211 FAX025-534-4832 

 名立支部    〒949-1602 上越市名立区名立大町 193-4  名立商工会内 

              TEL025-537-2203 FAX025-537-2743 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

・系列会社(代表者・経理員及び事務所が親会 

 社と同じ)は準会員。ただし、資本金が親会 

社より大きい場合は親会社とみなします。 

・個人事業所は、賛助会員としてご入会いただ 

けます。 

・納入方法（基本的には口座引き落とし） 

資本金額５００万円未満 年 額 ４，０００円 

〃   ５００万円以上 ２，０００万円未満 〃  ７，０００円 

〃 ２，０００万円以上 ５，０００万円未満 〃 １０，０００円 

〃 ５，０００万円以上     １億円未満 〃 １５，０００円 

〃        １億円以上 〃 ２０，０００円 

支店・営業所 年 額 ３，０００円 

系列会社（準会員） 〃  ２，０００円 

宗教法人､NPO法人､福祉法人､学校法人等各種 年 額 ４，０００円 

賛助会員（個人事業所） 〃  ２，０００円 

法人会のオリジナルキャラ

クターけんたです。ずーっ

と一緒によろしくワン 

朗報!!       加入を検討される法人へ 

加入を検討していただける場合は、半年程

の間、会員と同等のサービス提供(研修会等

の案内や会報誌の送付など)をいたします!! 

年会費額と納入方法  

 


